
広
島
県
告
示
第
五
百
三
十
三
号 

 
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
内

水
面
に
お
け
る
第
五
種
共
同
漁
業
権
の
遊
漁
規
則
の
変
更
を
平
成
二
十
三
年
五
月
三
十
日
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
五
月
三
十
日 

広
島
県
知
事  

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

一 

漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所 

 

１ 

名
称 

 
 
 

帝
釈
峡
漁
業
協
同
組
合 

 

２ 

住
所 

 
 
 

庄
原
市
東
城
町
帝
釈
宇
山
四
九
〇
番
地
の
八 

二 

免
許
番
号 

 
 

内
水
共
第
四
十
一
号 

三 

変
更
の
内
容 

 
 

帝
釈
峡
漁
業
協
同
組
合
内
水
共
第
四
十
一
号
第
五
種
共
同
漁
業
権
遊
漁
規
則
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

帝
釈
峡
漁
業
協
同
組
合
内
水
共
第

41
号
 

第
５

種
共

同
漁

業
権

遊
漁

規
則

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
こ
の
規
則
の
趣
旨
）
 

第
１
条
 

こ
の

規
則

は
，

帝
釈

峡
漁

業
協

同
組

合
（

以
下

「
組

合
」

と
い

う
。

）
が

免
許

を
受

け
た

内
水

共
第

41
号
第
５
種
共
同
漁
業
権
に
係
る
漁
場
（
以
下
「
漁
場
」
と
い
う
。
）
の
区
域
に
お
い
て
，
組
合

員
以

外
の

者
の

す
る

当
該

漁
業

権
の

対
象

と
な

っ
て

い
る

水
産

動
物

（
あ

ゆ
，

う
な

ぎ
を

い
う

。
以

下

同
じ

。
）

の
採

捕
（

以
下

「
遊

漁
」

と
い

う
。

）
に

つ
い

て
の

制
限

に
関

し
，

必
要

な
事

項
を

定
め

る

も
の
と
す
る
。
 

（
遊
漁
の
承
認
及
び
遊
漁
料
の
納
付
義
務
）
 

第
２
条
 

漁
場

の
区

域
内

に
お

い
て

遊
漁

を
し

よ
う

と
す

る
者

は
，

予
め

組
合

に
申

請
し

て
，

そ
の

承
認

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
，
手
釣
，
竿
釣
，
つ
け
針
，
ヤ
ス
に
よ
る
遊
漁
の
場
合
に
は
口
頭
で
，
そ

の
他
の
場
合
に
は
遊
漁
対
象
水
産
動
物
，
漁
具
，
漁
法
，
遊
漁
区
域
，
遊
漁
期
間
を
記
載
し
た
遊
漁
承
認

申
請
書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
組
合
は
，
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
，
手
釣
，
竿
釣
，
つ
け
針
，
ヤ
ス
に
よ
る
遊

漁
の

場
合

に
は

，
第

９
条

の
規

定
に

よ
る

（
申

請
者

が
遊

漁
の

中
止

を
命

じ
ら

れ
，

又
は

以
後

の
遊

漁

を
拒

絶
さ

れ
た

者
で

あ
る

こ
と

）
場

合
を

除
き

，
そ

の
他

の
場

合
に

は
，

当
該

遊
漁

の
承

認
に

よ
り

，

当
該

水
産

動
物

の
保

護
培

養
又

は
組

合
員

，
若

し
く

は
遊

漁
者

（
第

１
項

の
承

認
を

受
け

た
者

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
行

う
水

産
動

物
の

採
捕

に
著

し
い

支
障

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合
又

は
第

９
条

の

規
定

に
よ

る
（

申
請

者
が

遊
漁

の
中

止
を

命
じ

ら
れ

，
又

は
以

後
の

遊
漁

を
拒

絶
さ

れ
た

者
で

あ
る

こ



と
）
場
合
を
除
き
，
同
項
の
承
認
を
す
る
も
の
と
す
る
。
 

４
 
第
１
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
，
直
ち
に
第
５
条
第
１
項
の
遊
漁
料
を
同
条
第
３
項
の
方
法
に
よ
り
組

合
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
遊
漁
期
間
）
 

第
３
条
 
次
の
表
の
ア
欄
に
掲
げ
る
魚
種
を
対
象
と
す
る
遊
漁
は
，
そ
れ
ぞ
れ
イ
欄
に
掲
げ
る
期
間
内
で
な
 
 
 
 

 
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

ア
 
魚

種
 

 
 

 
イ
 
期

間
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あ
ゆ
 
６
月
１
日
か
ら

11
月

30
日
ま
で
の
期
間
内
で
組
合
が
定
め
て
公
示
す
る
日
か
ら

11
月

30
日
ま
で
 

う
な

ぎ
 
周
年
と
す
る
 

２
 
前
項
の
公
示
は
，
中
国
新
聞
に
掲
載
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
漁
場
の
制
限
）
 

第
３
条
の
２
 
釣
り
大
会
の
た
め
，
漁
場
の
一
部
を
一
定
期
間
遊
漁
の
制
限
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
 

 
 
た
だ
し
，
こ
の
場
合
に
は
，
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
禁
止
区
域
）
 

第
４
条
 
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
の
表
の
ア
欄
に
掲
げ
る
区
域
内
に
お
い
て
は
，
イ
欄
の
漁
法
に
 

 
よ
る
遊
漁
は
，
ウ
欄
に
掲
げ
る
期
間
中
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

ア
 
区

域
 

 
 

 
 

 
イ
 
漁

法
 

 
 

 
 

 
ウ
 
期

間
 
 
 
 
 
 

猿
鳴
橋
か
ら
紅
葉
橋
ま
で
の
間
。
 

汁
谷
橋
か
ら
中
郷
い
で
ま
で
の
間
。
 

す
べ
て
の
漁
法
 

６
月
１
日
か
ら
８
月

31
日
ま
で
 

（
遊
漁
料
の
額
及
び
納
付
方
法
）
 

第
５
条
  

遊
漁
料
の
額
は
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

た
だ

し
，

遊
漁

者
が

未
就

学
の

幼
児

若
し

く
は

小
学

校
児

童
の

と
き

は
無

料
，

中
学

校
の

生
徒

又
は

肢
体

不
自

由
者

の
と

き
は

，
次

の
表

に
掲

げ
る

額
の

２
分

の
１

に
相

当
す

る
額

と
し

，
第

３
項

た
だ

し

書
に

規
定

す
る

方
法

に
よ

り
納

付
す

る
と

き
は

，
同

表
に

掲
げ

る
額

に
500

円
を

加
算

し
た

額
と

す
る

。
 

魚
種
 

漁
具

，
漁

法
 

統
数
又
は
規
模
 

区
域

 
 
 
 

遊
漁

料
 

 
 

 
 

 
 

手
釣
，
竿
釣
，

つ
け
針
，
ヤ
ス
 
 

１
日

2,000
円
 
１
年

6,000
円
 

投
網
 

１
人
１
統
 

目
刺
網
 

１
人

２
統

（
１

統
が

35ｍ
以
内
）
 

あ
ゆ
 

う
な

ぎ
 

た
も
網
 

１
人
１
網
 

全
区
域
。

た
だ
し
，

第
４

条
は

別
と

す

る
。
 

１
日

2,000
円
 
１
年

7,000
円
 

２
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
日
券
，
年
券
の
区
分
に
お
い
て
，
納
付
し
た
遊
漁
料
の
額
と
同
額
又
は

よ
り
低
い
遊
漁
料
の
額
の
漁
具
，
漁
法
は
，
遊
漁
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
遊
漁
料
の
納
付
は
，
次
の
場
所
に
お
い
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 
た
だ
し
，
手
釣
，
竿
釣
，
つ
け
針
，
ヤ
ス
に
よ
る
遊
漁
の
場
合
に
は
，
当
該
遊
漁
を
す
る
場
所
に
お
い
 
 
 

 
て
漁
場
監
視
員
に
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
住
 
 
 
 
所
 

納
付
場
所
 

Ｔ
Ｅ
Ｌ
 

１
 

庄
原
市
東
城
町
帝
釈
宇
山
 

帝
釈
峡
漁
業
協
同
組
合
 

（
08477）

6-0028 

２
 

そ
の
他
組
合
の
指
定
す
る
場
所
 

 
 



４
 
前
項
で
指
定
し
た
納
付
場
所
は
，
組
合
事
務
所
に
掲
示
し
て
周
知
を
図
る
。
新
し
く
納
付
場
所
を
指
定

し
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。
 

（
遊
漁
承
認
証
に
関
す
る
事
項
）
 

第
６
条
 
組
合
は
第
２
条
第
１
項
の
承
認
を
し
た
と
き
は
，
別
記
様
式
第
１
号
に
よ
る
遊
漁
承
認
証
（
以
下

「
遊
漁
承
認
証
」
と
い
う
。
）
を
遊
漁
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
遊
漁
承
認
証
は
，
他
人
に
譲
渡
し
，
又
は
貸
与
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

（
遊
漁
に
際
し
守
る
べ
き
事
項
）
 

第
７
条
 
遊
漁
者
は
，
遊
漁
を
す
る
場
合
に
は
遊
漁
承
認
証
を
携
帯
し
，
漁
場
監
視
員
の
要
求
が
あ
っ
た
と

き
は
，
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
遊
漁
者
は
，
 遊

漁
に
際
し
て
漁
場
監
視
員
の
指
示
が
あ
っ
た
場
合
に
は
，
こ
れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
 

 
ら
な
い
。
 

３
 

遊
漁

者
は

，
 
遊

漁
に

際
し

て
は

相
互

に
適

当
な

距
離

を
保

ち
，

他
の

者
の

迷
惑

と
な

る
行

為
を

し
て

は
な
ら
な
い
。
 

（
漁
場
監
視
員
）
 

第
８
条
 
漁
場
監
視
員
は
，
こ
の
規
則
の
励
行
に
関
し
て
必
要
な
指
示
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。
 

２
 
漁
場
監
視
員
は
，
別
記
様
式
第
２
号
の
漁
場
監
視
員
証
を
携
帯
し
，
か
つ
，
漁
場
監
視
員
で
あ
る
こ
と

を
表
示
す
る
腕
章
を
つ
け
る
も
の
と
す
る
。
 

（
違
反
者
に
対
す
る
措
置
）
 

第
９
条
 
組
合
は
，
遊
漁
者
が
こ
の
規
則
に
違
反
し
た
と
き
は
，
直
ち
に
そ
の
者
に
遊
漁
の
中
止
を
命
じ
，

又
は
以
後
そ
の
者
の
遊
漁
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
あ
る
。
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
，
遊
漁
者
が
既
に
納
付
し
た
遊
漁
料
の
払
い
戻
し
は
し
な
い
も
の
と
す
る
。
 

 

 
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
規
則
は
知
事
の
認
可
が
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
（
別
記
様
式
第

1
号
及
び
第
２
号
省
略
）
 


